
CASE 9 地主との関係性が悪化している
借地権の譲渡

相談の背景 B a c k  g r o u n d

相続した借地権付建物を売却したいという相談者。
建物は老朽化が心配される状況であり、なおかつ被相
続人が存命の頃から地主との関係性が悪く、相談できる
顧問税理士もいません。相続人は地主や当該不動産に
かかわることに対し、過剰なまでに恐怖心を抱いてお
り、できる限り、自身が携わることなく手放したいと考え
ていました。

しかし、相談者は手持ち資金がなく、当該不動産売却に
かかる地主への譲渡承諾料等の費用負担ができないと
のことでした。

ご所有財産について、家族内で情報共有をしたり、
税理士等の専門家に相談するなどの事前の対策
が大切です。
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M e s s a g e
ひとこと

本事例のポイント P o i n t

本事例のように、地主と借地人の関係性が悪く、なおかつその要因も特定しづらいケースは相続不動
産に少なからず見られます。

借地は、地主との関係性が売却の妨げになることもP O I N T

解決までの流れ F l o w s

課題と問題点 S t a t u s  &  P r o b l e m

着眼点 V i e w p o i n t s

老朽化した建物が建っている
借地を売却できるか

当該不動産は被相続人が存命の頃、地主から
の譲渡承諾が得られず、売買契約が解除に
なったとのこと。その際に、多額の裁判費用を
要したことが、相続人の地主への恐怖心につ
ながっているようだった。

当該地には老朽化した建物が存しているが、
相談者は一切の費用をかけずに売却したいとの
こと。地主との交渉が難航しているため、建
物メンテナンスや譲渡後の解体等の費用を負
担することが可能な買主を見つけるべく、広範
囲に声掛けが必要。

● 相続税の申告について相談できる税理士がいない
● 過去からの地主との関係性悪化
● 手持ち資金がない

P r o b l e m

提供いただいた過去の裁判資料を読み解くと、次のような経緯があったことが発覚した。
前回の売買契約が解除となった背景を調査1

課題
相続税申告の税理士の紹介
相談者の費用負担
地主との話し合いなしに当該不動産を売却できるか

相談者が地主や当該不動産に
関わりたくない背景

当該物件の買主には次の負担を強いることになる。

以上の条件で弊社取引先の不動産業者に相談したところ、２社から買取の意思表示があり、相談者の要望に即した
1社を買主に決定した。

買主の探索3

土地の賃借権譲渡の
許可申立費用

（地主の承諾に代わる裁判所の許可）

増改築許可、許可申立費用
（地主に代わる裁判所の許可）

老朽化した建物メンテナンス費用、借
地使用期間中の地代、建物の固都税
等のランニングコスト、および譲渡後
の解体費用

地主との対面が難しい相談者と業務委任契約を締結し、両者の意向確認2

相談者と地主の交渉は、
双方自筆の手紙で実施

地主 相談者のみとの
対面交渉を要望

国土工営相談者

交渉不調交渉不調交渉不調交渉不調

地主から借地権譲渡承諾
および増改築許可が得られ
ず、被相続人が裁判所に申し
立て（非訟事件）

借地の利用範囲に関し、
地主と被相続人の認識に
大きな違いがあることが判明

買主は、契約した借地範囲
すべての譲渡承諾等を得る
ことが難しいと判断し、契約
解除

被相続人は
訴訟を取り下げた

※借地非訟事件とは、借地人が地主の承諾に代わる許可を得るために裁判所に対して行う①借地条件変更②増改築許可③土地の賃借権譲渡または転貸の許
可④競売または公売に伴う土地賃借権譲渡許可⑤借地権設定者の建物および土地賃借権譲渡、申立事件のことです。

地主 相続人＜悪化＞

株式会社 国土工営


